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告    示 

 

地縁による団体の告示事項の変更について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 115 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の２第１項の認可を受けた地縁に

よる団体について、同条第 11項の規定による告示事項の変更の届出があったので、

同条第 10項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名     称       仲井真ハイツ自治会 

 

 

２ 変更があった事項及び内容 

 

代表者の変更 

 

 

（変更前）    氏名 野原 剛 

 

        住所  

 

（変更後）    氏名 金城 孝 

 

               住所  
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建築基準法第42条第1項第５号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 120 号  

令和２年６月 16 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 指 定 番 号：第１号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指 定 年 月 日：令和２年６月 16日 

４ 指定道路の位置：那覇市字与儀後原 203番４ 

５ 指定道路の幅員：4.00ｍ 

６  指定道路の延長：21.93ｍ 
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公    告 

那覇軍港地権者等合意形成活動支援業務委託に係る制限付一般競争

入札（事後審査型）の実施について（平和交流・男女参画課） 

那覇市公告第 90 号  

令和２年６月８日  

掲 示 済  

 

 

那覇軍港地権者等合意形成活動支援業務委託に係る制限付一般競争入札（事

後審査型）の実施について 

 

 

 次の通り業務委託に係る制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令

（昭和 22年政令第 16号）第 167条の６の規定により公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１)業 務 名：那覇軍港地権者等合意形成活動支援業務 

(２)業務箇所：那覇港湾施設内 

(３)業務概要：那覇軍港の跡地利用の計画の検討については、平成 28年度に作

成した「那覇軍港跡地利用計画策定手順書（原案）」にて、那覇軍

用地等地主会と那覇市の共同検討型で進めることとしている。 

那覇軍港の跡地利用の計画づくりを円滑に進めるためには、那覇

軍用地等地主会と那覇市の相互信頼関係を築くことが重要である

ことから、これまで行ってきた地権者等との合意形成活動を継続し

て実施する。 

(４)履行期間：契約日の翌日から、令和３年３月 19日まで。 

(５)最低制限価格：設定あり、開札後公表する。 

(６)当該競争入札は、紙入札により実施する。 

(７)当該競争入札は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型

である。 

 

２ 入札参加資格要件 

入札公告日から開札日まで（要件ごとに基準日が定められている場合は、当該

定められた基準日）の間、次に掲げる資格を全て満たすこと。 

(１)地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(２)那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第 14 条に規定する指名停止の措置

を受けていない者であること。 

(３)経営状態が著しく不健全であると市長が認める者に該当しない者であるこ

と。（公告日の３ヶ月前から開札日までの間に不渡り等を生じていないもので
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あること。） 

(４)本市の市税の納税義務がある者にあっては、その市税に滞納がないこと。 

(５)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第６号の暴力団員又は同条第２号の暴力団若しくは同条第６号の暴力

団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(６)那覇市内に事業所(契約可能な本店又は支店等）がある者であること。 

(７)那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程第６条に規定する

建設工事等入札参加資格者名簿に土木関係建設コンサルタントと登録されて

いる者であること。※那覇市ホームページの「平成 31・32 年度 登録業者一

覧」でご確認ください。 

(８)主任技術者は、次のすべての資格を有するものとし、開札日において配置で

きること。 

・技術士(建設部門：都市及び地方計画) 

(９) 本業務委託に際し、この公示、及び仕様書に合致した業務を確実に履行で

きる者で、過去５年間の間に本市その他の官公署と沖縄県内の駐留軍用地跡地

利用に係る勉強会や説明会等の地権者等合意形成活動支援業務の契約を２回

以上締結し、これらを全て誠実に履行した者であること。 

 

３ 本案件に関する質問・回答 

(１)提出期間：令和２年６月９日(火)９：00～令和２年６月 12日(金)16：00 ま

で。 

(２)提出方法：「質問書」を平和交流・男女参画課那覇軍港総合対策室へ直接提

出するか、ＦＡＸで送付すること。（質問がなければ不要） 

(３)回答日：令和２年６月 15日（月） 

(４)回答方法：那覇市平和交流・男女参画課那覇軍港総合対策室ホームページに

掲載する。 

 

４ 入札及び開札日程 

開札日時：令和２年６月 17日（水）10時 00分 

開札場所：沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所７階  701Ａ会議室 

注意事項：入札参加資格審査申請書等は、入札時に直接提出しなければならない。   

提出が無い場合には、入札に参加することができない。 

 

５ 入札保証金 免除する。 

 

６ 契約保証金 免除する。 

 

７ 前金払い 適用しない。 

 

８ 部分払い 適用しない。 

 

９ 入札の無効 

本公告に示した参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした入札

又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 
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10 落札の決定方法及び契約締結時期 

予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効入札をした者（以

下、「落札候補者」という。）に順位を付する。なお、落札については、入札参加資

格審査後に落札者を決定し、「落札者決定通知書」を送付する。落札決定の通知を受

けたものは、通知を受けた日から７日以内に契約を締結しなければならない。 

 

11 入札金額に係る消費税の取り扱い 

落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者で

あるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 

12 その他 

入札参加者は単体企業とし、特記仕様書、資格審査申請書等を熟読し、事前に当

該委託業務、並びに入札事項について十分に理解して入札に臨まなければならない。

なお、不明点等があれば、市担当者へ事前に問い合わせをして説明を受けること。 

 

13 問合わせ先 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号（本庁舎５階） 

那覇市 総務部 平和交流・男女参画課 那覇軍港総合対策室 担当 泉 隆志 

ＴＥＬ：098-861-6906 ＦＡＸ：098-861-4092 

 

 

 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（法制契約課） 

那覇市公告第 128 号  

令和２年６月 19 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基

づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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消防局訓令 

 

那覇市消防職員の人事評価実施規程の一部を改正する訓令について 

那覇市消防局訓令第 13 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防職員の人事評価実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                               局長  島  袋  弘  樹  
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上下水道局告示 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 10 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第 16 条第３項の届け出により、次のとおり指定工事店の指定

を取り消したので、那覇市排水設備指定工事店規程第 10条に基づき告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 316号 

      指定工事店名    親川設備工事社 

      営業所所在地    沖縄県那覇市繁多川５丁目 20番３号 

代表者氏名     親川 喜一郎 

取消日       令和２年６月１日 

取消理由      廃業したため。 
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那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 11 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第 16 条第３項の届け出により、次のとおり指定工事店の指定

を取り消したので、那覇市排水設備指定工事店規程第 10条に基づき告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

指定（登録）番号  第 427号 

      指定工事店名    株式会社七色 

      営業所所在地    沖縄県中頭郡西原町字呉屋 69番地２ 

代表者氏名     大城 進一 

取消日       令和２年６月１日 

取消理由      責任技術者不在の為。 

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

那覇市上下水道局告示第 12 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第２号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の廃止について 

那覇市上下水道局告示第 13 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の事業の廃止について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第３号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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選挙管理委員会告示 

 

職務代理者の氏名等の変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 19 号  

令 和 ２ 年 ６ 月 ６ 日  

掲 示 済  

 

 

職務代理者の氏名等の変更について 

 

 

令和２年６月７日執行の沖縄県議会議員一般選挙における投票区の投

票管理者として選任した者を次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

  

 

 

投票管理者 

投票区 第 24 投票区 

投票所 与儀小学校 

旧 

氏名 外間 喜伸 

住所  

新 

氏名 上原 邦男 

住所  
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